
第２回大町ダム等再編事業 事業監理委員会審議結果 

 

１．日  時：令和３年８月５日（木）１５：３０～１６：３０ 

 

２．場  所：千曲川河川事務所 大会議室 

 

３．審議結果： 

 【大町ダム等再編事業の概要について】 

  （主な意見） 

  ・容量振り替えを本委員会の審議対象としないことについて規約の検討事項に明

記すべき。 

⇒規約への記載を検討する。 

  

 【事業の進捗状況について】 

  （主な意見） 

  ・トンネルのルートには、変質帯、断層、破砕帯があり、突発的なことが起きない    

とは限らないため、調査をしっかりやって進めていただきたい。 

  ・ダム運用計画検討で操作規則を決めるに当たっては、県管理区間の影響につい

て、県に情報提供をしていただきたい。 

  （その他意見・質疑） 

・トンネル掘削により沢の水が枯渇する等の影響はないか。水利用の実態や環境

の状況を事前に調査・確認して、慎重に掘り進むべきところやすぐ対応すべき

ポイントを整理したうえで、工事を進めるべきではないか。 

⇒掘削径の２倍以上の土被りを確保しており、設計の必要な基準を満足してい

る。 

⇒水理水文調査（水質・濁度）や水利用調査から、トンネル工事に伴う様々なリ

スクについて今後整理することとしており、その内容について、事業監理委

員会の中で説明する予定である。また、工事の際は丁寧な施工を心掛ける。 

・既存トンネル掘削時の調査結果等も活用されているか。 

⇒旧高三導水路トンネル施工時の地質調査結果を活用して、トンネルルートの

地質を把握している。 

・予想した地質ではなく事業費が増加した事例もある。不確実な部分は事業費増

加の想定幅を持って事業監理すべき。 

⇒事業進捗に伴う費用の増減はあると思われるが、コスト縮減を含めて事業監



理を実施していく。 

・堆砂実績データがある貯水池であり、将来の堆砂形状を前提にした治水容量設

定が可能であると考えられる。それを前提にした維持掘削になっているのか。

維持掘削目的としては、例えば、大事な取水口・放流口等があってそれらの機能

を維持するためという場合も考えられる。この事業の土砂処理計画について、

土砂掘削の目的は何か再確認したい。 

⇒本事業での掘削は、取水口・放流口等の機能維持目的ではなく、貯水池の容

量確保が目的である。 

・土砂流入は、降雨状況によって変動するのが一般的である。洪水調節容量確保 

という目的であれば、変動を見込んで掘削量を設定することが重要である。土

砂処理計画について、毎年均等と設定しているが、変動を見込まないことにつ

いて問題はないのか。施設規模に波及する可能性がある事項であることから事

業後に手戻りが生じないよう質問している。 

⇒貯水池への土砂流入量はこれまでの実績土量を基に推定している。 

⇒土砂処理計画の土砂流入量の考え方については、改めて説明する。 

  ・高瀬川本川と不動沢・濁沢から流入する土砂量はどちらが大きいか、また土質

は異なるか。 

   ⇒高瀬川本川よりも不動沢・濁沢から流入する土砂量が大きく、治水容量及び

発電のための貯水機能の喪失等には影響があると考えている。 

   ⇒本川と不動沢・濁沢とでは流入する土砂の性質が異なる。 

本川土砂は粒径が大きく、これに対し、不動沢・濁沢は崩壊地からの細砂の 

ため、径が細かく、ダム湖に押し出されている。貯水池への影響回避する点

で、不動沢、濁沢を最優先に掘削する考えである。 

 


